
 

平成 29 年度 第３回岩手県大規模事業評価専門委員会 

 

日 時 平成 29 年８月７日（月）14:00～16:00 

場 所 エスポワールいわて １階 イベントホール  

 

 

次     第 

 

 

１ 開  会 

 

２ 挨  拶 

  佐々木専門委員長 

 

３ 議  事 

（１）大規模公共事業の再評価について＜継続審議＞ 

   ・閉伊川総合流域防災事業 

   ・宮古西道路地域連携道路整備事業（ネットワーク形成型） 

（２）その他 

 

４ 閉  会 





平成 29年度第３回岩手県大規模事業評価専門委員会座席表 

 

日 時：平成 29年８月７日（月）14：00～16：00 

場 所：エスポワールいわて １階 イベントホール 

 
 

 

 

                              

                 佐々木専門委員長        スクリーン 

 

 

 

       秋山委員○                ○加藤委員 

                                        

       宇佐美委員○                ○河野委員 

 

       小山田委員○                ◯越谷委員 

                        

                              

 

 

 

 

 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

録音 
装置 

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○ 
 

出入口 

 

○ 

○ 

○ 
 

○ 

○ 

○ 
 

 

 

録音設備 

記 

者 

席 

評価課長 

傍 

聴 

席
（
１
０
席
） 

関 係 課 

荷

物

用 

河川課 

道路建設課 

政策推進室 

荷

物

用 

受 付 

○  ○  ○   ○  ○  ○   ○  ○  ○ 

関 係 課 

○  ○  ○   ○  ○  ○   ○  ○  ○ 
政策推進室 

○  ○  ○   ○  ◯  ○   ○  ◯  ○ 

ＰＪ 

建設技術振興課 

 

道路建設課 

河川課 

◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 

 

傍 聴 席（１０席） 

※河川課と道路建設課は、審議案件の説明時に

席を入れ替える。 
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専門分野 備　　考

秋　山　　信　愛
税理士法人秋山会計事務所　所長
公認会計士・税理士

企業会計

宇佐美　 誠　史
岩手県立大学総合政策学部
講師

交通工学
国土計画

小山田　　サナヱ
のぞみ設計室
代表

建築学

加　藤　　　徹
宮城大学
名誉教授

農業土木
農村計画

河　野　　達　仁
東北大学大学院情報科学研究科
教授

費用便益分析
交通・都市計画

越　谷　　　信
岩手大学理工学部
教授

地質学

佐々木　　幹　夫
八戸工業大学大学院
教授

水工学

島　田　　直　明
岩手県立大学総合政策学部
准教授

植生学
環境生態学

今回欠席

（敬称略）

岩手県大規模事業評価専門委員会委員名簿(五十音順)

氏　　　名 職　
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平成 29 年度第３回大規模事業評価専門委員会  

配付資料一覧 

 

 

○資料 No.１ 大規模事業評価専門委員会における継続審議地区の審議概要 

 

〇資料 No.２ 閉伊川総合流域防災事業 再評価補足説明資料 

 

〇資料 No.３ 閉伊川総合流域防災事業についての県民意見募集の実施結果 

 

〇資料 No.４ 宮古西道路地域連携道路整備事業（ネットワーク形成型）について 

       の県民意見募集の実施結果 

 

 

参考資料 １ 大規模事業評価に係る答申（案）の検討について 

   

 

 

 

 

 

3



4



 

 

大規模事業評価専門委員会における継続審議地区の審議概要 

 

➣ 審議対象（再評価２件） 

    

・閉伊川総合流域防災事業（宮古市） 

・宮古西道路地域連携道路整備事業＜ネットワーク形成型＞（宮古市） 

 

➣ 審議状況 

  諮問審議 平成 29年６月 19 日 第１回大規模事業評価専門委員会 

  現地調査 平成 29年７月 18 日 第２回大規模事業評価専門委員会（宮古市内） 

  継続審議 平成 29年８月 ７日 第３回大規模事業評価専門委員会 

 

 ➣ 主な質疑等の概要及び審議論点 

（１）閉伊川総合流域防災事業（宮古市） 

第１回専門委員会（H29.６.19）での質疑等の概要 
審議論点 

専門委員からの質疑等 事業担当課の対応（回答） 

① 昨年８月の台風 10 号による洪水

の確率評価については、整理して再

説明すること。 

（河川課）次回以降整理して説明する。 

⇒今回説明。 
― 

② 環境配慮の対応状況については、

写真を用いる、あるいは現地調査を

通じて再説明すること。 

 

（河川課）次回以降整理して説明する。 

⇒現地調査において、 

 

１．植生可能な護岸ブロックを使用 

 ２．ブロック中詰土及び覆土に現場発

生土を利用したことによる植生

効果の発現 

 ３．澪筋に変化をつけるなどの工夫 

 

の３点の対応について説明。 

― 

③ 事業区間である閉伊川支川の山

口川について、モクズカニが多く生

息していると聞く。その状況につい

て確認し説明すること。 

（河川課）次回以降整理して説明する。 

⇒現地調査において、山口川においてモ

クズガニの主な生息域と、特に多く生息

する地域、少ない地域について説明。 

― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料№１ 
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（２）宮古西道路地域連携道路整備事業 

第１回専門委員会（H29.６.19）での質疑等の概要 
審議論点 

専門委員からの質疑等 事業担当課の対応（回答） 

① （仮称）田鎖トンネル掘削に係る補

助工法の増について、当初発注時点

の想定地質図面を（仮称）松山トン

ネルと併せて提示して説明するこ

と。 

 

（道路建設課）次回以降整理して説明す

る。 

⇒現地調査において、松山トンネル及び

田鎖トンネルの地質縦断図等を用いて

増額理由を説明。 

 

― 

② 環境への配慮については、実際行

ったものについて写真資料、あるい

は現地調査を通じて再説明するこ

と。 

 

（道路建設課）次回以降整理して説明す

る。 

⇒現地調査において、動物の立入防止柵

や、移動経路となるボックスカルバート

等を確認。 

― 

 
【第２回専門委員会（現地調査）の様子<H29.7.18(火)>】<山口川河川改修済区間付近> 
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1

第３回 大規模事業評価専門委員会

岩手県県土整備部河川課

平成29年８月７日

閉伊川総合流域防災事業

資料No.2

2

① 昨年8月の台風10号による洪水の確率評価に
ついては、整理して再説明すること。

１ 現計画について

（１）流域面積

（２）整備目標

２ 確率評価の整理

雨量や実績流量から確率評価を試みた。

（１）閉伊川流域

（２）宮古市街地周辺
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3

閉伊川流域面積
972km2

山口川流域面積
9.0km2

近内川流域面積
20.3km2

１（１） 流域面積

3

１（１） 流域面積

4

閉伊川 計画規模 1/100 計画雨量 210mm/2日

近内川 1/50  約60mm/hr

山口川 1/50  約70mm/hr

閉伊川
Q=4200m3/sec

近内川
Q=250m3/sec

山口川
Q=140m3/sec

計画高水流量配分図

１（２） 整備目標
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２（１） 閉伊川流域①：雨量から算出

1/30 約180mm/2日

1/50 約190mm/2日

1/70 約200mm/2日

1/100 210mm/2日

およそ 1/70 と考えられる

197.9mm/2日

雨量分布図

閉伊川流域の平均雨量は約200mm/2日

5

２（１） 閉伊川流域②：実績流量から算出

1/30 約3,000m3/s

1/50 約3,400m3/s

1/70 約3,700m3/s

1/100 約4,200m3/s

およそ 1/70 と考えられる

出水時の痕跡と再現水位

痕跡より、被災流量を

約3,700m3/sと推定

6
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２（２）宮古市街地周辺：雨量から算出

148mm/日

78mm/hr

宮古観測所雨量グラフ

ﾅｳｷｬｽﾄ H28.8.30 10:00
等雨量線図 2時間雨量

約80mm/hr → １/100超

7

1/10 約50mm/hr

1/30 約60mm/hr

1/50 約65mm/hr

1/100 約70mm/hr

8

平成28年８月31日 台風10号 通過後

痕跡

山口川

台風10号洪水における状況
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近内川

9

平成28年８月31日 台風10号 通過後

痕跡

台風10号洪水における状況
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大規模事業評価（閉伊川総合流域防災事業）についての 

県民意見募集の実施結果 

 

１ 意見募集の実施状況                                 

(1)意見募集を行った事業 

閉伊川総合流域防災事業【再評価】 

 

(2)意見の募集期間 

平成 29 年６月 12 日（月）～平成 29 年７月 13 日（木） 

 

(3)公表方法 

◆行政情報センター、行政情報サブセンター等への資料配架 

◆県公式ホームページへの資料等掲載 

◆報道機関への発表 

◆県広聴広報課ツイッター 

◆宮古市広報 

 

 (4)意見の募集方法 

 郵送（持参含む）、ファクシミリ、電子メールによる意見提出 

 

２ 意見の提出状況                                   

 

郵便 ファクシミリ 電子メール 意見提出件数 

４ １ ０ ５ 

 

３ 意見の内容とそれに対する県の考え方等                        

閉伊川総合流域防災事業の再評価についての意見の内容及びそれに対する県の考え方等は別

紙のとおりです。 

区 分 内 容 

Ａ（全部反映） 意見の内容の全部を反映し、計画等の案を修正したもの 

Ｂ（一部反映） 意見の内容の一部を反映し、計画等の案を修正したもの 

Ｃ（趣旨同一） 意見と計画等の案の趣旨が同一であると考えられるもの 

Ｄ（参考） 計画等の案を修正しないが、施策等の実施段階で参考とするもの 

Ｅ（対応困難） Ａ・Ｂ・Ｄの対応のいずれも困難であると考えられるもの 

Ｆ（その他） その他のもの（計画等の案の内容に関する質問等） 

 

 

資料№３ 
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様
式
第
１
号
（
第
９
関
係
）

 
 

意
見
検
討
結
果
一
覧
表

 

（
案
名
：
大
規
模
事
業
再
評
価
に
つ
い
て
の
意
見
募
集
 

 
対
象
事
業
：
閉
伊
川
総
合
流
域
防
災
事
業
）

 

番
 
号

 
意
 
見

 
検
討
結
果
（
県
の
考
え
方
）

 
決
定
へ
の

 
反
映
状
況

 
１

 
山
口
川
、
橋
梁
を
含
む
未
改
修
区
間
、
約

40
0m

に
つ
い
て
。

 
 
ま
ず

H
28

年
８
月
の
台
風

10
号
で
の
避
難
の
際
、
一
石
橋
通

過
時
に
見
た
光
景
が
、
一
字
橋
付
近
が
、
す
で
に
堤
防
を
越
水
し

て
る
の
を
見
た
、
こ
の
辺
の
改
修
工
事
は
ど
の
よ
う
に
改
修
す
る

の
で
す
か
。
総
合
評
価
で
は
橋
梁
の
架
け
替
え
と
有
り
ま
す
が
、

現
在
の
橋
よ
り
高
く
設
置
し
な
け
れ
ば
、
何
の
意
味
合
い
が
無
く

何
故
か
と
言
え
ば
、
今
回
（
台
風

10
号
）
で
は
山
口
橋
・
一
字

橋
・

JR
橋
梁
と
橋
の
下
部
が
水
に
浸
か
っ
て
る
、
又
は
上
流
に

高
速

道
路
が
有
り
、
何
年
後
に
は
道
路
の
雨
水
排
水
が
流
木
を
伴

な
い

下
流
の
橋
に
引
っ
掛
か
り
、
水

位
上
昇
で
氾
濫
と
な
り
、
市

街
地

が
洪
水
と
な
る
。
川
床
の
掘
削

は
効
果
が
な
い
と
思
う
。
閉

伊
川

本
流
か
ら
山
口
橋
上
流
位
ま
で
は
、
閉
伊
川
本
流
の
水
位
が

上
昇

し
、

山
口

川
下

流
の

水
位

を
高

く
し

て
る

の
は

事
実

で
す

。

（
ア
イ
オ
ン
台
風
の
洪
水
も
）

 
 せ

め
て

一
字

橋
付

近
の

堤
防

の
天

端
に

「
胸

壁
」

パ
ラ

ペ
ッ

ト

の
よ

う
な

物
を

作
っ

て
越

水
を

防
ぐ

計
画

の
有

無
の

お
答

え
を

願
い
た
い
。

 

平
成

28
年
８
月
の
台
風
第

10
号
の
際
に
は
、
山
口
川
に
隣
接

す
る
市
道
の
路
面
へ
の
雨
水
が
排
水
さ
れ
ず
、
道
路
が
冠
水
し
て

い
た
こ
と
を
確
認
し
て
い
ま
す
が
、
一
字
橋
付
近
に
お
け
る
山
口

川
か

ら
の

溢
水

に
つ

い
て

は
、

確
認

さ
れ

て
お

り
ま

せ
ん

。
（

岩

手
県

沿
岸

広
域

振
興

局
土

木
部

宮
古

土
木

セ
ン

タ
ー

及
び

宮
古

市
役
所
）

 
未
改
修
区
間
に
つ
い
て
は
、
計
画
流
量
を
流
下
さ
せ
る
断
面
が

不
足
し
て
お
り
、
一
字
橋
及
び
山
口
橋
の
架
け
替
え
も
必
要
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
今
後
、
計
画
流
量
を
流
下
で
き
る
よ
う
流
下
断
面

を
拡
大
す
る
た
め
河
道
掘
削
を
行

う
と
と
も
に
、
流
木
が
流
下
し

や
す

い
よ

う
所

定
の

桁
下

空
間

を
確

保
し

て
橋

梁
の

架
け

替
え

を
実
施
す
る
計
画
と
し
て
い
ま
す

。
加
え
て
、
流
木
と
な
り
や
す

い
河
道
内
の
立
ち
木
に
つ
い
て
は

、
河
川
巡
視
の
結
果
を
踏
ま
え

な
が
ら
伐
採
し
て
い
く
方
針
と
し

て
い
ま
す
。

 
ま
た
、
山
口
川
下
流
部
に
お
け
る
、
閉
伊
川
の
水
位
が
山
口
川

に
影
響
を
及
ぼ
す
背
水
影
響
区
間

に
つ
い
て
は
、
閉
伊
川
の
水
位

の
影
響
を
考
慮
し
て
、
計
画
流
量
に
対
す
る
流
下
断
面
を
確
保
し

て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
現
時
点
に
お
い
て
、
一
字
橋
付
近

の
護
岸
天
端
に
胸
壁
を
整
備
す
る

計
画
は
あ
り
ま
せ
ん
。

 
 

Ｅ
 

（
対
応
困
難
）
 

                

２
 

近
内
川
に
有
る

JR
橋
梁
付
近
（
下

流
側
）
の
堤
防
が
低
い
が
、

宮
町
へ
の
越
水
を
防
ぐ
た
め
、
堤
防
を
嵩
上
げ
で
き
な
い
か
。

 
本
区
間
は
、
計
画
に
基
づ
き
河

川
改
修
を
実
施
済
み
で
あ
り
、

計
画
規
模
の
洪
水
で
は
溢
水
す
る

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

 
な
お
、
今
後
、
河
川
改
修
後
に

堆
積
し
た
土
砂
に
つ
い
て
は
、

河
道
掘
削
の
実
施
に
よ
り
流
下
断

面
を
確
保
し
て
い
き
ま
す
。

 

Ｅ
 

（
対
応
困
難
）
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番
 
号

 
意
 
見

 
検
討
結
果
（
県
の
考
え
方
）

 
決
定
へ
の

 
反
映
状
況

 
３

  
山
口
川
自
然
環
境
へ
の
配
慮
。

 
《
魚
類
・
コ
ケ
等
》
澪
筋
に
、
流
に
影
響
が
な
い
程
度
に
石
を
入

れ
て
、
カ
ジ
カ
の
一
匹
で
も
住
め
る
川
に
し
た
ら
い
か
が
で
し
ょ

う
か
。

 
 

山
口
川
で
は
、
モ
ク
ズ
ガ
ニ
、
ヤ
ツ
メ
ウ
ナ
ギ
、
サ
ク
ラ
マ
ス

な
ど
の
生
息
が
確
認
さ
れ
て
い
ま

す
。
今
後
の
工
事
施
工
に
あ
た

っ
て
は
、
引
き
続
き
、
有
識
者
へ
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
や
澪
筋
の
工
夫

を
行
う
な
ど
、
水
生
生
物
の
生
息
環
境
等
に
十
分
配
慮
し
て
い
き

ま
す
。

 

Ｄ
 

（
参
考
）
 

   

４
 

再
評
価
で
は
な
い
が
、
閉
伊
川
左
岸
（

JR
 橋

梁
～
旧
宮
古
橋

間
）
向
町
に
有
る
堤
防
（
防
潮
堤
）
が
、
現
在

、
キ
レ
ツ
・
左
右

の
ズ
レ
・
傾
斜
・
躯
体
と
の
ス
キ
マ
大
が
見
ら
れ
、
危
険
を
感
じ

る
、
防
災
事
業
で
修
復
で
き
な
い
か

。
 

（
別
途
添
付
写
真
有
り
）

 

閉
伊
川
左
岸
（
向
町
）
の
防
潮
堤
に
お
け
る
傾
斜
・
ズ
レ
に
つ

い
て
は
把
握
し
て
お
り
、
河
川
巡
視
に
お
い
て
継
続
的
に
確
認
し

て
い
ま
す
。
閉
伊
川
総
合
流
域
防
災
事
業
の
計
画
区
間
外
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
別
途
、
維
持
修
繕
事
業
等
に
よ
り
対
応
す
る
こ
と
と

し
て
い
ま
す
。

 

Ｂ
 

（
一
部
反
映
）
 

５
 

基
本
的
な
考
え
方
と
し
て
、
東
日
本
大
震
災
で
動
か
な
か
っ
た

活
断
層
面
に

16
11

年
の
「
慶
長
三
陸
津
波
」
の
震
源
域
が
存
在

し
、

今
後

、
「

慶
長

三
陸

津
波

」
と

同
規

模
の

マ
グ

ニ
チ

ュ
ー

ド

９
の
地
震
と
津
波
が
発
生
し
、
津
波
が
宮
古
市
の
千
徳
駅
ま
で
流

入
す
る
事
態
も
懸
念
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
状
況
が
存
在
し
て
い

ま
す
。

 
そ

の
た

め
に

、
宮

古
の

市
街

地
を

現
状

よ
り

も
極

端
に

内
陸

化
、
高
地
化
す
る
計
画
が
必
要
で
あ
り
、
閉
伊
川
の
防
災
事
業
も

そ
の
観
点
か
ら
事
業
を
継
続
し
て
す
す
め
る
べ
き
と
考
え
ま
す
。

 

御
意
見
に
つ
い
て
は
、
防
災
上
及
び
大
規
模
災
害
時
に
お
け
る

多
重
防
災
の
重
要
性
を
指
摘
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
津
波
に
対

す
る
安
全
確
保
に
つ
い
て
は
、
数
十
年
か
ら
百
数
十
年
の
比
較
的

頻
度
の
高
い
津
波
（
Ｌ
１
津
波
）
に
対
し
て
は
防
潮
堤
等
に
よ
り

人
命
と
財
産
を
守
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
最
大
ク
ラ
ス

の
津
波
（
Ｌ
２
津
波
）
に
対
し
て
は
、
住
民
の
避
難
を
軸
に
、
土

地
利
用
や
ま
ち
づ
く
り
と
の
連
携
、
避
難
施
設
の
整
備
な
ど
を
総

動
員
す
る
多
重
防
災
の
考
え
方
で
減
災
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま

す
。

 
 
閉
伊
川
総
合
流
域
防
災
事
業
に
つ
い
て
は
、
閉
伊
川
、
近
内
川

及
び
山
口
川
に
よ
る
洪
水
被
害
を
軽
減
す
る
た
め
、
今
後
も
継
続

し
て
進
め
て
い
き
ま
す
。

 
 

Ｃ
 

（
趣
旨
同
一
）
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1

第３回 大規模事業評価専門委員会

岩手県県土整備部河川課

平成29年８月７日

閉伊川総合流域防災事業

資料No.３（補足）

位置図
N

2

意見１
意見３

意見２ 意見４
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１．山口川、橋梁を含む未改修区間、約400ｍについて

上流側から一字橋を見る

標準断面図

未改修区間については、計画流量を流下させる断面が不足しており、一字橋及
び山口橋の架け替えも必要であることから、今後、計画流量を流下できるよう流下
断面を拡大するため河道掘削を行うとともに、流木が流下しやすいよう所定の桁
下空間を確保して橋梁の架け替えを実施する計画としています。

加えて、流木となりやすい河道内の立ち木については、河川巡視の結果を踏ま
えながら伐採していく方針としています。

3

一字橋

：現況断面

２．近内川に有るJR橋梁付近（下流側）の堤防について

本区間は、計画に基づき河川改修を実施済みであり、計
画規模の洪水では溢水することはありません。

河川改修後に堆積した土砂については、今後、河道掘削
の実施により流下断面を確保していきます。

標準断面図

国道106号からJR橋を見る

4

：現況断面
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３．山口川自然環境への配慮について

未改修区間上流端側より下流 山口橋を見る 未改修区間下流端側より上流 JR橋を見る

山口川では、モクズガニ、ヤツメウナギ、サクラマスなどの
生息が確認されています。今後の工事施工にあたっては、
引き続き、有識者へのヒアリングや澪筋の工夫を行うなど、
水生生物の生息環境等に十分配慮していきます。

5

４．再評価ではないが、閉伊川左岸向町にある堤防
（防潮堤）について

閉伊川左岸（向町）の防潮堤における傾斜・ズレについては把握
しており、河川巡視において継続的に確認しています。

閉伊川総合流域防災事業の計画区間外であることから、別途、
維持修繕事業等により対応することとしています。

破損箇所閉伊川

近内川

山口川

山口
小学校

宮古駅

宮古市役所

6
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7

５ ．津波防災に関して

津波対策としての宮古市街地
の内陸化・高地化については、
まちづくりでの対応となるもので
あり、本事業の対象とはならない
ものであります。

本事業については、洪水被害
の軽減を図るため、今後も継続
して進めていきます。

貞観地震 8.3 869

慶長三陸地震 8.1 1611

延宝三陸沖地震 7.3 1677

延宝房総沖地震 8.0 1677

青森県東方沖地震 7.5 1763

寛政宮城沖地震 8.2 1793

宮城県沖地震 7.5 1835

安政三陸沖地震 8.0 1856

宮城県沖地震 7.4 1861

イキケ地震 8.2 1877

根室半島南東沖地震 7.9 1894

明治三陸地震 8.5 1896

宮城県沖地震 7.4 1897

三陸はるか沖地震 7.7 1897

昭和三陸地震 8.1 1933

十勝沖地震 8.2 1952

カムチャッカ地震 8.2 1952

チリ地震 9.5 1960

エトロフ島沖地震 8.1 1963

十勝沖地震 7.9 1968

東北地方太平洋沖地震 9.0 2011

地震名 マグニチュード 発生年 ※左表は、「日本被害津波総覧（第２版）

」及び中央防災会議「日本海溝・千島海溝
周辺海溝型地震に関する専門調査会」資料
で掲載されている地震のうち、岩手・宮城・
福島の三県で津波による痕跡記録が残され
ている地震を抽出したもの。
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大規模事業評価（宮古西道路地域連携道路整備事業<ネットワーク形成型>） 

についての県民意見募集の実施結果 

 

１ 意見募集の実施状況                                 

(1)意見募集を行った事業 

宮古西道路地域連携道路整備事業（ネットワーク形成型）【再評価】 

 

(2)意見の募集期間 

平成 29 年６月 12 日（月）～平成 29 年７月 13 日（木） 

 

(3)公表方法 

◆行政情報センター、行政情報サブセンター等への資料配架 

◆県公式ホームページへの資料等掲載 

◆報道機関への発表 

◆県広聴広報課ツイッター 

◆宮古市広報 

 

 (4)意見の募集方法 

 郵送（持参含む）、ファクシミリ、電子メールによる意見提出 

 

２ 意見の提出状況                                   

 

郵便 ファクシミリ 電子メール 意見提出件数 

０ １ ０ １ 

 

３ 意見の内容とそれに対する県の考え方等                        

宮古西道路地域連携道路整備事業（ネットワーク形成型）の再評価についての意見の内容及

びそれに対する県の考え方等は別紙のとおりです。 

区 分 内 容 

Ａ（全部反映） 意見の内容の全部を反映し、計画等の案を修正したもの 

Ｂ（一部反映） 意見の内容の一部を反映し、計画等の案を修正したもの 

Ｃ（趣旨同一） 意見と計画等の案の趣旨が同一であると考えられるもの 

Ｄ（参考） 計画等の案を修正しないが、施策等の実施段階で参考とするもの 

Ｅ（対応困難） Ａ・Ｂ・Ｄの対応のいずれも困難であると考えられるもの 

Ｆ（その他） その他のもの（計画等の案の内容に関する質問等） 

 

資料№４ 

21



様
式
第
１
号
（
第
９
関
係
）

 
 

意
見
検
討
結
果
一
覧
表

 

（
案
名
：
大
規
模
事
業
再
評
価
に
つ
い
て
の
意
見
募
集
 

 
対
象
事
業
：
宮
古
西
道
路
地
域
連
携
道
路
整
備
事
業

<ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
形
成
型

>）
 

番
 

号
 

意
 
見

 
検
討
結
果
（
県
の
考
え
方
）

 
決
定
へ
の

 
反
映
状
況

 
１

 
最

近
、
北
海
道
太
平
洋
沖
を
震
源
と
す
る
海
底
で
の
中
規
模
地

震
が

多
発
し
て
お
り
、
東
日
本
大
震
災
を
キ
ッ
カ
ケ
と
す
る
誘
発

地
震

と
し
て
、
北
海
道
太
平
洋
沖
～
三
陸
沖
北
部
・
中
部
を
震
源

と
す

る
マ

グ
ニ

チ
ュ

ー
ド

９
ク

ラ
ス

の
巨

大
地

震
の

発
生

が
懸

念
さ

れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
巨
大
地
震
は
、
北
海
道
大
学
の
研

究
で

は
、

16
11

年
の
「
慶
長
三
陸

地
震
」
と
同
じ
タ
イ
プ
で
あ

っ
た
と

さ
れ

て
い

る
よ

う
で
す

。
「
慶

長
三

陸
地

震
」

は
、
宮

古

市
の

千
徳
駅
ま
で
津
波
が
流
入
し
た
と
さ
れ
て
お
り
、
今
後
の
宮

古
地
域

の
道

路
計

画
に

お
い
て

は
、
「

千
徳

大
橋

」
が

巨
大
津

波

で
被

災
し

て
崩

壊
す

る
事

態
も

想
定

し
な

く
て

は
な

ら
な

い
で

し
ょ
う
。

 
そ

の
た

め
に
、
「

宮
古

西
道

路
」

の
整
備

は
、

津
波

に
よ

る
従

前
の

宮
古

市
街

地
と

イ
ン

フ
ラ

潰
滅

を
前

提
と

し
て

事
業

を
継

続
し
て
す
す
め
る
べ
き
と
考
え
ま
す
。

 
 

御
意
見
に
つ
い
て
は
、
防
災
上
及
び
大
規
模
災
害
時
に
お
け
る

道
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
多
重
性
の

確
保
の
重
要
性
を
指
摘
す
る

も
の
と
認
識
し
て
い
ま
す
。

 
宮
古
西
道
路
の
整
備
に
よ
り
、
大
雨
時
の
現
道
の
冠
水
区
間
解

消
が
図
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
当
該

計
画
案
の
内
容
に
つ
い
て
は
意

見
の
趣
旨
と
同
一
の
も
の
と
考
え
て
お
り
、
引
き
続
き
事
業
推
進

し
て
い
き
ま
す
。

 

Ｃ
（
趣
旨
同
一
）
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大規模事業評価等に係る答申（案）の検討について 
【大規模事業評価専門委員会における審議の進め方フロー】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

専門委員会           県（事務局）   県（事業課） 

評価結果の公表 

・パブリックコメ

ント結果及び県

の考え方の整理 
・専門委員会資料

の作成 

・論点等の審議結果について再確認

し、答申をとりまとめる 

評価の実施 

第１回専門委員会（諮問審議） 

・県から評価内容について説明 
・各委員から評価項目毎に疑問点を伺う（簡易な質問にはその

場で答えるが、詳細審議をするのではなく、時間内にすべて

の評価項目について疑問点を述べられるような進め方とす

る） 
・専門分野の近い委員から、その事業について一般的にチェッ

クすべき事項について意見を伺う 
・各委員からの疑問点と一般的なチェック事項から、評価案件

についての審議論点をとりまとめる（→例：審議論点①～③

の決定） 
・以降、評価項目毎に論点を中心に審議 

第２回専門委員会（現地調査） 

・県から補足説明 
（第１回専門委員会で質問された内容のうち、次回以降回答すると答えた箇所

について、現地調査を実施する中で回答。） 

第３回専門委員会 

・県から補足説明 
（第１回専門委員会で質問された内容のうち、次回以降回答すると答えた箇所について、

現地調査を実施する中で回答。） 
・補足説明等に関する審議 ⇒ 審議終了 ⇒ 論点についての審議結果のまとめ 
（パブリックコメントの結果を報告し、その結果から新たに審議論点とすべきものがあ

れば審議論点に追加） 
 
 

パブリック 

コメントの実施 

 

本日（８/７）の審議の

進め方 

諮 問（Ｈ29.６.７） 

補足説明資料の作成 

補足説明資料の作成 

政策評価委員会から知事に答申 答申への対応方針の決定 

参考資料１ 
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審議結果報告（様式案） 
 

 

岩手県政策評価委員会 

  委員長 西 出 順 郎 様 

 

岩手県大規模事業評価専門委員会 

 専門委員長 佐々木  幹夫 

 

 

大規模事業評価に係る答申について 

平成 29 年６月７日付けで諮問の通知のありました大規模公共事業の再評価につい

て、平成 29年８月７日開催の平成 29年度第３回大規模事業評価専門委員会におい

て、すべての調査審議を終了し、次のとおり決定しましたので報告します。 
記 

 
１ 事業名  

閉伊川総合流域防災事業 
【審議結果】 
「事業継続」とした県の評価は（妥当・妥当でない）と認められる。（ただ

し、次の意見を付す。） 

 

２ 事業名  
宮古西道路地域連携道路整備事業（ネットワーク形成型） 

【審議結果】 
「事業継続」とした県の評価は（妥当・妥当でない）と認められる。（ただ

し、次の意見を付す。） 
 

 

例示 

・「○○○○」とした県の評価は○○と認められる。 

・「○○○○」とした県の評価は○○と認められる。ただし、次の意見を付す。 

(1)・・・・すること。 

(2)・・・・すること。 

など 
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答申書（様式案） 
 
岩手県知事 

達 増 拓 也 様 

 

岩手県政策評価委員会 

委員長  西 出 順 郎  

 

 

大規模事業評価について（答申） 

平成 29年６月７日付け政推第 79号で諮問のあった大規模公共事業の再評価につ

いて、次のとおり答申します。 

記 

 
１ 事業名  

閉伊川総合流域防災事業 
【審議結果】 
「事業継続」とした県の評価は（妥当・妥当でない）と認められる。（ただ

し、次の意見を付す。） 

 

２ 事業名  
宮古西道路地域連携道路整備事業（ネットワーク形成型） 

【審議結果】 
「事業継続」とした県の評価は（妥当・妥当でない）と認められる。（ただ

し、次の意見を付す。） 
 

 

例示 

・「○○○○」とした県の評価は○○と認められる。 

・「○○○○」とした県の評価は○○と認められる。ただし、次の意見を付す。 

(1)・・・・すること。 

(2)・・・・すること。 

など 
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